
調 査 の 概 要 

１．調査の目的

本県の児童生徒の栄養摂取量や食生活の実態を把握し、学校給食の充実と食に関する指

導の推進を図るとともに、家庭との連係を深め、児童生徒が生涯にわたり健康な生活を送

るための望ましい食習慣の形成を図る。 

２．調査主体

滋賀県教育委員会・財団法人滋賀県学校給食会

３．調査時期

平成 22 年 6 月～7 月の連続する金、土曜日または日、月曜日の２日間（地域の特別行

事のある日はさける。給食実施校については、２日間のうち１日は給食実施日とする。）

４．調査対象（任意抽出）

(1)学校数 小学校５年生 １９市町 ２５校

中学校２年生 １１市町 １１校

(2)児童生徒数（集計実施人数）

①食生活アンケート調査

②栄養摂取状況調査

＊回収率：小学校 ７７．１％ 中学校 ６５．８％ 
＊県内全児童生徒数のうちの割合：小学校 ０．６８％ 中学校 ０．６％ 

５．調査内容

家庭等における休日を含む２日間の食物摂取状況および家庭における食生活等の実態

を調査する。

給食実施校 給食未実施校

男子 女子 合計 男子 女子 合計

小学校 ２９４人 ２９２人 ５８６人

中学校 ６７人 ６２人 １２９人 ６１人 ４８人 １０９人

給食実施校 給食未実施校

男子 女子 合計 男子 女子 合計

小学校 ２９３人 ２９３人 ５８６人

中学校 ６６人 ６４人 １３０人 ６１人 ４８人 １０９人



６．調査方法

(1) ４により抽出した小学校および中学校において、対象クラスの児童生徒に付表１「調 
査票」を配布し、児童生徒または保護者が各食事の食物摂取状況およびアンケートに記入

する。

(2) 食物摂取状況については純摂取量および食品番号を、食生活状況等アンケート調査に

ついては付表２「家庭の食生活状況等調査回答票」に転記したものを、「滋賀の健康・栄

養マップ」のデータに準じ財団法人滋賀県学校給食会が開発した栄養実態調査システムに

よりコンピュータ集計し作表する。

【集計について】

①栄養価算定

原則として「五訂増補日本食品標準成分表」を使用する。

②食品群分類

付表４に示すとおりの分類とする。

③栄養摂取量の評価

「日本人の食事摂取基準（２０１０年版）」により、推定エネルギー必要量は「身体

活動レベルⅡ」を、脂質・食塩は「目標量」を、その他の栄養素は「推定平均必要量」

を基準に考える。

(3) 半調理加工食品の利用状況、間食（夜食を含む）調査については、調査員が集計を行

う。 

７．調査結果に基づく分析事項

(1) 家庭の食生活状況

①家庭の食生活状況等アンケート

②平成 12 年度、平成 17 年度との比較

③家庭の食生活状況と体の調子との相関関係

(2) 食物摂取状況

①栄養摂取状況

②栄養摂取分布状況

③食品群別摂取状況

④食品群別摂取分布状況

⑤栄養摂取、食品群別摂取状況等の推移（平成２年度～平成２２年度）

⑥間食（夜食を含む）摂取状況

⑦家庭の食生活状況等アンケートと栄養摂取状況との相関関係

(3) 集計者

上記６(2)・(3)に基づき、集計委員が分析・考察を行う。


